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津山市成人を祝う会広告入り案内ハガキ無償提供にかかる仕様書 

 

１ 概要 

・津山市成人を祝う会の開催案内ハガキ（以下「案内ハガキ）という。）を製作し津山市へ無

償提供する。 

・無償提供する案内ハガキには、製作する事業者の広告を掲載できるものとする。 

・無償提供する案内ハガキには、市の指定する内容を記載するものとする。 

 

２ 案内ハガキの仕様 

 （１）案内ハガキの概要 

趣  旨：津山市成人を祝う会について、事前に対象者へ案内するため送付するもの。 

送付対象：平成 11 年４月２日から平成 12 年４月１日に生まれた方で、令和元年 11 月１日時点

で津山市に住所を有する約 1,000 名及び市外在住で案内を希望する約 100 名 

発送時期：令和元年 11 月 15 日頃 

備  考：案内ハガキは津山市成人を祝う会の記念品引換券を兼ねるため、式典当日に

主催者が受付で回収する。 

 （２）案内ハガキの仕様 

寸  法：タテ 140mm 以上 154mm 以下、ヨコ 90mm 以上 107mm 以下 

重  さ：２ｇ以上５ｇ以下 

材  質：不問。ただし、以下のすべての条件を満たすもの。 

・通常はがきと同等以上のもので、郵送に差支えない耐久性があること 

・必要事項が容易に読み取れる程度の印刷ができること 

・紙製の宛名シールが貼付でき、容易に剥がれ落ちないこと 

印刷仕様：フルカラーを基本とし、以下のすべての条件を満たすもの。 

・記載内容が容易に読み取れること 

・印刷部分は郵送時の摩擦や通常の保管で容易に消えないものであること 

記載内容：以下の①～⑤の内容をすべて記載すること。なお、①～⑤のそれぞれ内容を

損なわない範囲で表現を変更できるが、掲載位置を分割したり、情報を省略

したりしないこと。（別図１参照） 

 記載する内容 備考 

① 第 70回 津山市成人を祝う会のご案内 表面（宛名面）及

び裏面に明記して

ください。 

② 対象の方 平成 11年４月２日から平成 12年４月１

日に生まれた方 

 

③ 日時 令和２年１月 12日（日） 

   13時～14時（受付 12時 30分から） 

会場 津山総合体育館（山北 669） 

持参するもの このハガキ 

表面（宛名面）に、

日時、会場を明記

し、当日に案内ハ

ガキを持参する必

要があるとわかる

ように記載してく
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ださい。 

④ お車でお越しの方、送迎の方へ 

会場周辺は混雑しますので、お早めにお越しくださ

い。会場の駐車場は、台数に限りがあります。当日

は周辺の案内表示や係員の誘導に従ってください。 

 

⑤ 津山市教育委員会 生涯学習課 

〒708-8501津山市山北 520 ☎32-2009 

差出人が市教育委

員会であることが

わかるように記載

してください。 

その他の仕様： 

 ・市が発送する津山市成人を祝う会の案内ハガキであることが容易にわかること（単

なるダイレクトメールと誤解されないものであること） 

 ・案内ハガキの表面上部には郵便はがき表示、料金後納表示をすること（表面の横長

方向での使用は不可。別図２参照） 

 （３）広告掲載にかかる条件 

広告事業者の数：原則として 1 社（応募した事業者）の広告を掲載できるものとする。 

広告の掲載位置：裏面とする。表面（宛名面）には掲載しないこと。 

広告の面積：広告の掲載面積の合計は、ハガキ裏面の２分の１以内とする。（単なる装飾

は広告に含まない。） 

掲載基準：津山市広告掲載要綱第３条及び津山市広告掲載基準第３条による。 

 ※広告の中には、広告主の事業所名、所在地、電話番号及び広告であることを必

ず掲載すること。 

その他の条件：案内ハガキは式典当日に回収するため、店舗等ではがきの一部または全

部を回収する方式の割引券やクーポン券等としての利用は不可。 

 （４）その他 

・案内ハガキの配送に要する費用は市の負担とする。 

  

３ 掲載広告の審査等 

 市が広告審査により広告の修正等を依頼したときは、修正等がなされた原稿案を生涯学習

課へ提出すること（電子メール可）。なお、提出期限はその都度市が指定する。 

 

４ その他 

（１）広告の掲載にあたっては、津山市広告掲載要綱及び津山市広告掲載基準を遵守すること。 

（２）津山市広告掲載要綱、津山市広告掲載基準に改正がなされた場合は、その規定を遵守す

ること。その場合、市は広告取扱業者に対して速やかに通知する。 

（３）津山市広告掲載要綱及び津山市広告掲載基準に定めのない事項については、協議のうえ

決定するものとする。 

（４）広告の表現及び内容等について、市が修正を指示した場合は、速やかに訂正のうえ、再

提出すること。 

 

  

【連絡先】〒708-8501 津山市山北 520番地 

津山市教育委員会生涯学習部生涯学習課（東庁舎３階） 

（担当：春名） 

電話番号：0868-32-2009（直通） 

電子メール：gakushuu@city.tsuyama.lg.jp 
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別図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 70回 津山市成人を祝う会のご案内 
料金後納 

郵便 

津山局 
郵便はがき 

差出人：津山市教育委員会生涯学習課 

〒708-8501津山市山北 520 ☎32-2009 

広告等 

【平成 11年４月２日～平成 12年４月１日に

生まれた方が対象です】 

日時  令和２年１月 12日（日） 

     13時～14時 

     （受付 12時 30分から） 

お車でお越しの方へ 
会場周辺は混雑しますので、お早めにお越しください。 

第 70回 津山市成人を祝う会のご案内 
料金後納 

郵便 

津山局 
郵便はがき 

差出人：津山市教育委員会生涯学習課 

〒708-8501津山市山北 520 ☎32-2009 

会場  津山総合体育館（山北 669） 

持ってくるもの  このハガキ 

【良い例】 

【悪い例】 
・市の指定する内容は分割・省略しないでくだ

さい。 

第 70回 津山市成人を祝う会のご案内 

広告等 

広告等 

 

宛
名
以
外
の
記
載
は
下
部 

２
分
の
１
に
収
め
る 

日時  令和２年１月 12日（日） 

     13時～14時 

     （受付 12時 30分から） 

会場  津山総合体育館（山北 669） 

持ってくるもの  このハガキ 
【平成 11年４月２日～平成 12年４月 1日に生ま

れた方が対象です】 

お車でお越しの方、送迎の方へ 
会場周辺は混雑しますので、お早めにお越しください。

会場の駐車場は、台数に限りがあります。当日は周辺の

案内表示や係員の誘導に従ってください。 

情報が省略されている 

一緒に記載するべき内

容が分割されている 

【平成 11年４月２日～平成 12年４月１日に

生まれた方が対象です】 

第 70回 津山市成人を祝う会のご案内 

日時  令和２年１月 12日（日） 

     13時～14時 

     （受付 12時 30分から） 

会場  津山総合体育館（山北 669） 

持ってくるもの  このハガキ 

広告 

広告 

宛名面に広告がある 
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別図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

料金後納 

郵便 

津山局 
郵便はがき 

【良い例】 

縦長方向で使用します。 

【悪い例】 
今回は横長方向での使用はで

きません 

郵便はがき 

料金後納 

郵便 

津山局 

料金後納 

郵 便 

津 山 局 

郵 便 は が き 

20～30ｍｍ 

黒色で表示すること 

郵便番号枠を入れる

場合は、朱色または金

赤色の枠とすること。 
 ※参考：JIS規格 

 

【ハガキ上部の表示例】 


